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イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

市
か
ら
の

お
知
ら
せ

く
ら
し
の
情
報

食
用
油
の
回
収

時 

12
月
19
日
（
金
）
午
後
1
時
～
3
時　

所 

市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー　
他 
業
務

用
油
は
回
収
し
ま
せ
ん
。
指
定
の
日
時
以

外
の
回
収
は
あ
り
ま
せ
ん
。

HP
５
４
３
５

問 「
市
消
費
者
協
会
」・前
田
（
☎
８
２
２・

１
９
９
７
）

特
殊
詐
欺
撃
退
！ 

自
動
通
話
録
音
装
置
を 

貸
与
し
て
い
ま
す

　
特
殊
詐
欺
の
被
害
や
悪
質
な
電
話
勧
誘

を
防
止
す
る
自
動
通
話
録
音
装
置
を
65
歳

以
上
の
人
が
い
る
世
帯
に
無
料
で
貸
与
し

て
い
ま
す
。

　
振
り
込
め
詐
欺
撃
退
シ
ー
ル
の
配
布
も

行
っ
て
い
ま
す
の
で
活
用
し
て
く
だ
さ

い
。

HP
２
２
１
６
８

問 

市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
（
☎
８
２

８
・
０
４
２
８
）

募
集
情
報

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー 

提
供
会
員
の
募
集

　
子
ど
も
の
短
時
間
預
か
り
や
保
育
所
へ

の
送
迎
な
ど
、
地
域
の
子
育
て
を
支
援
す

る
会
員
組
織
で
す
。

　
子
ど
も
が
好
き
で
、
空
い
た
時
間
に
地

域
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
を
考
え
て
い
る

人
、
講
習
会
を
受
講
し
て
提
供
会
員
に
登

録
し
ま
せ
ん
か
。

時 

内 

下
の
表
の
と
お
り　
所 

リ
ラ
ッ
ト

３
階
セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム　
対 

市
内
又
は

近
隣
市
に
在
住
の
人　
他 

一
時
保
育
を

行
い
ま
す
∧
定
員
２
人（
申
込
順
）、無
料
、

12
月
12
日
（
金
）
ま
で
に
予
約
∨

※
①
２
年
以
内
に
す
べ
て
の
講
習
を
受
講

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
②
講
習
会
は
年
２

市
水
道
事
業
ビ
ジ
ョ
ン（
素
案
）

　
平
成
18
年
３
月
に
策
定
し
た
「
市
水

道
ビ
ジ
ョ
ン
」
が
令
和
７
年
度
に
計
画

期
間
を
終
え
る
こ
と
か
ら
、
市
の
水
道

事
業
が
目
指
す
べ
き
理
想
像
を
描
き
、

そ
の
実
現
方
策
を
示
す
た
め
の
「
市
水

道
事
業
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
新
た
に
策
定
し

ま
す
。

　
こ
の
素
案
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
の
意

見
を
募
集
し
、
提
出
さ
れ
た
意
見
の
あ

ら
ま
し
と
、
意
見
に
つ
い
て
の
市
の
考

え
方
を
公
表
し
ま
す
。

◎
素
案
の
詳
し
い
内
容
は
、
12
月
１
日

～
１
月
９
日
に
経
営
総
務
課
、
市
役
所

市
民
情
報
コ
ー
ナ
ー
、
各
シ
テ
ィ
・
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
、
堀
溝
サ
ー
ビ
ス
窓
口
、

市
立
中
央
・
東
図
書
館
又
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手

続
」
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対 

市
内
在
住
・
在
職
・
在
学
の
人
又

は
市
内
に
事
務
所
・
事
業
所
を
持
つ
個

人
・
法
人
な
ど　
HP
２
５
９
６
５

応
募
・
問 

所
定
の
用
紙
（
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
を
直
接

窓
口
又
は
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
で

12
月
１
日
～
１
月
９
日
＝
必
着
＝
に
経

営
総
務
課
（
〒
572
―
０
８
３
２
本
町
15

番
１
号
☎
８
２
５
・
２
２
４
７
、
ＦＡＸ
８

２
４
・
３
０
９
０
）

※
電
話
な
ど
に
よ
る
意
見
は
受
け
付
け

ま
せ
ん
。
個
々
の
意
見
に
直
接
回
答
は

し
ま
せ
ん
。

日　時 内　容

1月 7日（水） 
午前９時30分

～午後０時30分 活動を円滑に進めるために

午後１時～３時 保育の心

８日（木） 
午後１時～３時 子どもの遊び
午後３時～５時 身体の発達と病気

13日（火）
午前１０時～正午 救命講習
午後１時～３時 小児看護の基礎知識

14日（水）
午前１０時～正午 心の発達とその問題①
午後１時～３時 心の発達とその問題②

23日（金）
午前９時30分

～午後０時30分 子どもの栄養と食生活  

午後１時～３時 安全・事故
26日（月） 午前10時～正午 子どもの世話

提供会員養成講習会

　
令
和
７
年
秋
の
叙
勲
受
章
者
が
発

表
さ
れ
ま
し
た
。

　
市
か
ら
は
、
４
人
が
受
章
さ
れ
ま

し
た
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

∧
叙
勲
を
受
章
さ
れ
た
皆
さ
ん
∨

◇
戸
田 

與
志
雄
さ
ん（
端
宝
小
綬
章
）

◇
中
野 

雅
彦
さ
ん
（
端
宝
小
綬
章
）

◇

田 

惠
藏
さ
ん
（
瑞
宝
双
光
章
）

◇
上
野 

友
子
さ
ん
（
瑞
宝
単
光
章
）

　
叙
勲
受
章
者
の
皆
さ
ん
に
は
、
市

か
ら
記
念
品
を
贈
呈
し
ま
す
の
で
、

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

秘
書
課
（
☎
８
１
３・１
１
４
３
）

令
和
７
年

令
和
７
年秋秋

のの
叙
勲
叙
勲

申 

い
ず
れ
も
当
日
直
接
（
先
着
順
）

農
業
委
員
会
総
会

時 

12
月
12
日
（
金
）
午
後
１
時
30
分　

所 

市
役
所
議
会
棟
５
階
第
二
委
員
会

室　
HP
２
５
６
６
９

問 

農
業
委
員
会
事
務
局
（
☎
８
２

５
・
２
７
４
６
）

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
議
会

時 

12
月
23
日（
火
）午
前
10
時　
所 

枚
方
寝

屋
川
消
防
本
部
５
階
会
議
場　
定 

12
人

問 

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
総
務
管
理

課
（
☎
８
５
２
・
９
９
０
３
）

地
域
福
祉
計
画
推
進
委
員
会

時 

12
月
25
日
（
木
）
午
後
２
時　
所 

市

立
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
５
階
会
議
室

１
・
２　
HP
４
２
０
５

問 

福
祉
総
務
課（
☎
８
３
８・０
１
７
１
）

委員会など 12 月市議会を開きます12 月市議会を開きます
　12月市議会（定例会）の日程は、次のとおり
です（時間はいずれも午前10時から）。

※�①12月４日・５日・８日の各常任委員会後、
それぞれ予算決算常任委員会分科会を開催し
ます②日時は、議事の都合で変更することが
あります③希望者には議案書などを貸し出し
ます（先着順）。受付時に申し出てください。

問  議会事務局（☎824・0010）

12月３日(水)
４日(木)
５日(金)
８日(月)
16日(火)
17日(水)
18日(木)
19日(金) 

本会議
健康福祉常任委員会
文教生活常任委員会
総務都市創造常任委員会
本会議（一般質問）
本会議（一般質問）
本会議（一般質問）
本会議

（単位：百万円）

※�予算現額には、令和6年度からの繰越明許費などを含みます。

区分

会計
予算
現額

執行
済額

一般
会計

歳入
107,594

51,368

歳出 42,890

特別
会計

歳入
52,537

23,741

歳出 20,789

合計
歳入

160,131
75,109

歳出 63,679

区分
会計

収入 支出
予算
現額 執行額 予算

現額 執行額

公
営
企
業
会
計

水道
事業

収益的
収支 4,110 1,966 4,276 1,418

資本的
収支 909 10 2,201 509

下水道
事業

収益的
収支 5,916 2,876 5,821 1 ,124

資本的
収支 5,170 1,200 6,945 1,929

予算執行状況

※�一時借入金は現在残高はありません。

会　計 市　債
一般会計 60,585
特別会計 213
水道事業会計 9,615
下水道事業会計 37,459

財産（公営企業分除く）
土　地 1,397,631㎡
建　物 433,743㎡
基　金 39,122

財産・市債の現在高

諸収入 22.8
市税

289.4
国・府支出金

377.5
地方交付税

179.3
その他
132.7

市債
64.2

福祉・子育て支援など
575.1

ごみ処理
など  60.5

道路・公園の管理など
83.7

戸籍・住民登録など
111.7

学校・図書館の管理など128.6 市債の返済など54.4

その他
39.2

1,065.9億円

歳入

1,053.2億円

歳出

（単位：億円）

HP 25848・26091　問 一般会計・特別会計…財政課（☎825・2041）、公営企業会計…経営総務課（☎825・2247）

※会計別決算など詳しくは市ホームページを見てください。

令
和
６
年
度

普
通
会
計
決
算
状
況

令
和
７
年
度 

上
半
期
財
政
状
況

（
令
和
７
年
９
月
30
日
現
在
）

関連記事2ページ

市への寄付市への寄付
　
匿
名
の
市
民
の
人

か
ら
、
市
に
対
し
、

子
ど
も
食
堂
な
ど
に

役
立
て
て
い
た
だ
く

よ
う
、
お
手
紙
を
添

え
て
55
万
５
０
０
０

円
の
寄
付
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば
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回
で
す
。

申 

問 

直
接
又
は
電
話
で
フ
ァ
ミ
リ
ー
・

サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
（
リ
ラ
ッ
ト
内
☎

８
３
９
・
８
８
１
７
）

送迎の様子

「
す
こ
や
か
サ
ポ
ー
ト
ブ
ッ
ク
」 

掲
載
広
告
を
募
集

　
成
人
の
各
種
検
診
や
予
防
接
種
の
内
容

な
ど
を
掲
載
し
た
「
令
和
８
年
度
版
す
こ

や
か
サ
ポ
ー
ト
ブ
ッ
ク
」
の
有
料
広
告
を

募
集
し
ま
す
。

　
４
月
下
旬
に
約
１
万
部
発
行
し
、
各
シ

テ
ィ
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
な
ど
の
市
内
公
共
施
設
で
配
布

予
定
で
す
。

▽
募
集
期
間　
１
月
30
日
（
金
）
ま
で

▽
募
集
枠
数　
10
枠
（
申
し
込
み
が
多
い

と
き
は
抽
選
）

▽
１
枠
の
大
き
さ　
縦
４
・
５㎝
×
横
９㎝

▽
文
字
な
ど
の
色　
２
色

▽
掲
載
料　
１
枠
３
万
円

HP
８
２
５
４

申 

問 

健
康
づ
く
り
推
進
課
（
☎
８
１
２
・

２
３
７
２
）

「
ね
や
が
わ
子
育
て
ナ
ビ
」 

掲
載
広
告
を
募
集

　
妊
娠
、
出
産
、
子
育
て
期
に
利
用
で
き

る
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
ま
と
め
た
「
令
和
８

年
度
版
ね
や
が
わ
子
育
て
ナ
ビ
」
の
有
料

広
告
を
募
集
し
ま
す
。

　
４
月
に
約
７
０
０
０
部
発
行
し
、
母
子

健
康
手
帳
の
交
付
時
な
ど
に
、
子
育
て
世

帯
に
配
布
し
ま
す
。

▽
募
集
期
間　
11
月
26
日
～
12
月
19
日

▽
募
集
枠
数　
20
枠
（
申
し
込
み
が
多
い

と
き
は
抽
選
）

▽
一
枠
の
大
き
さ　
縦
３
㎝
×
横
12
㎝

▽
文
字
な
ど
の
色　
フ
ル
カ
ラ
ー

▽
掲
載
料　
１
枠
３
万
円
～
６
万
円

※
詳
し
く
は
、
募
集
案
内
（
子
育
て
支
援

課
、
リ
ラ
ッ
ト
、
市
役
所
市
民
情
報
コ
ー

ナ
ー
、市
立
中
央・東
図
書
館
、各
シ
テ
ィ・

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
堀
溝
サ
ー
ビ
ス
窓
口
で

配
布
又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
）
を
見
て
く
だ
さ
い
。

HP
１
９
７
９
９

申 

問 

電
話
で
子
育
て
支
援
課
（
☎
８
０

０
・
７
０
９
１
）

留
守
家
庭
児
童
会
の
指
導
員 

(

会
計
年
度
任
用
職
員)

の
募
集

▽
時
給　
資
格
な
し
…
１
２
５
５
円
、
資

格
あ
り
…
１
３
４
２
円
（
保
育
士
・
教
員

免
許
な
ど
）

時 

月
～
金
曜
日
の
午
後
1
時
30
分
～
６

職員数（Ａ）
給与費 １人当たり

給与費（Ｂ／Ａ）給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）
1,415

（1,095）人
4,463,872

（3,765,972）
1,276,485

（1,094,299）
1,898,402

（1,626,897）
7,638,759

（6,487,168）
5,398

（5,924）

職員給与費（令和６年度普通会計決算） 単位：千円

※�①職員は令和６年４月１日現在の人数です②職員手当には退職手当を含みません③１人当たり給与費は、税・社会保険料を控
除していないもので手取額ではありません④給与費は短時間勤務職員を含んだもので、(　)内は常勤職員の人数及び金額です。

職員の平均給与月額、初任給など（令和７年４月１日現在）

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
一般行政職 41歳 ９月 305,469円 400,386円
技能労務職 56歳 ３月 277,572円 335,033円

○職員の平均年齢・平均給料月額

※�①平均給料月額とは、基本給の平均です②平均給与月額とは、給料月額に諸
手当を加えた額の平均で、手取額ではありません。

初任給
大学卒 230,000円
高校卒 207,400円

○職員の初任給

※�学校卒業後すぐに採用されたときの
給料月額です。

区　分 経験年数 10 年 経験年数 20 年 経験年数 25 年 経験年数 30 年
大学卒 278,071 円 333,247 円 341,700 円 395,580 円
高校卒 － 286,450 円 － －

○一般行政職の経験年数別・学歴別平均給料月額

※�高校卒の経験年数10 年・25 年は該当する職員がいません。高校卒の経験年数 30 年の職員は、３人以下のため無記載とします。

勤続20年 勤続25年 勤続35年 最高限度額 加算措置 １人当たり
平均支給額

自己都合 19.6695か月分 28.0395か月分 39.7575か月分 47.709か月分 定年前
早期退職者
２％～45％

2,125千円
定年・定年前早期 24.586875か月分 33.27075か月分 47.709か月分 47.709か月分 16,693千円

退職手当（令和７年４月１日現在）

※�１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した全職種の職員に支給した平均額です。

市職員市職員の給与などをお知らせします
　市職員の給与は、地方自治法や地方公務員法に基づき、条例や規則で定められています。
※地方公営企業法の上下水道事業会計職員は除きます。

問 人事室（☎825・2198）

※�市長・議員などの特別職に支払う給料・議員報酬・報酬
を含みます。

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１級 係 　 員 59 人 6.9％

２級 係 　 員 502 人 59.0％

３級 副 係 長 48 人 5.6％

４級 係 　 長 136 人 16.0％

５級 課 長 代 理 ８人 1.0％

６級 課 　 長 44 人 5.2％

７級 次 　 長 36 人 4.2％

８級 理事・部長 18 人 2.1％

合　　計 851 人 100％

一般行政職の級別職員数など（令和７年４月１日現在）

※�①市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数
です②標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当す
る代表的な職務です。

区　分
令和６年度支給割合

期末手当 勤勉手当
一般職員

任期付職員 2.50 か月分 2.10 か月分

再任用職員 1.40 か月分 1.00 か月分

期末手当・勤勉手当

※�①一般職員１人当たりの平均支給額（令和６年度普通会
計決算）は 1,718 千円です②職制上の段階や職務の級
などによる加算措置（役職加算５％～ 20％）をしてい
ます。

議員報酬・給料月額 期末手当

市　長 1,020,000 円

(令和６年度支給割合)
６月期2.125か月分
12月期2.125か月分

計4.25か月分

副市長 870,000 円

議　長 679,000 円

副議長 639,000 円

議　員 594,000 円

特別職の給料など（令和７年４月 1日現在）

※上の額から税・社会保険料を控除して支給されます。

人件費（令和６年度普通会計決算）

11,486,431千円
人件費

（人件費率10.9％）

歳出額 105,319,505千円

ラスパイレス指数

※�国家公務員の給与水準を 100 とし
てみたときの給与水準を示す指数

令和６年度
93.3

主な諸手当（令和７年４月１日現在）

手当名 内容・支給単価

地 域 手 当 給料・扶養手当及び管理職手当の合計額の
12％

管 理 職 
手 当 43,000円～114,000円

扶 養 手 当

配偶者…3,000円、子…11,500円（15歳
～22歳はそれぞれの金額に5,000円を加
算）、父母など…6,500円
※�８級の職員については、配偶者…支給な
し・父母など…3,500円

住 居 手 当 借家（世帯主）…28,000円（月限度額）

通 勤 手 当
交通機関利用者…６か月定期代相当額（月
限度額55,000円）
交通用具使用者…月限度額24,400円
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時
30
分
（
学
校
休
業
日
な
ど
変
則
勤
務
あ

り
）　
所 

市
立
23
小
学
校　
内 

留
守
家
庭

児
童
会
に
お
け
る
子
ど
も
の
生
活
習
慣
の

指
導　
他 

面
接
後
に
採
用
者
を
決
定
し

ま
す　
HP
５
４
０
１

申 

問 
直
接
窓
口
又
は
電
話
で
社
会
教
育

推
進
課
（
☎
８
１
３
・
０
０
７
５
）

市
立
保
育
所
な
ど
で
勤
務
す
る 

会
計
年
度
任
用
職
員
を
募
集

▽
職
種　
①
保
育
士
②
延
長
保
育
士
③
保

育
補
助
者（
い
ず
れ
も
子
育
て
支
援
員
も
可
）

▽
勤
務
日
時　
月
曜
日
～
土
曜
日
の
①
③

午
前
８
時
45
分
～
午
後
５
時
（
週
37
時
間

30
分
）
②
午
前
７
時
15
分
～
午
後
７
時
15

分
で
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
５
時
間
程

度
※
い
ず
れ
も
週
２
日
か
ら
勤
務
可
、
勤

務
時
間
な
ど
は
相
談
に
応
じ
ま
す
。

▽
時
給　
①
１
４
４
６
円
（
子
育
て
支
援

員
…
１
１
７
７
円
）
②
資
格
あ
り
…
１
４

７
２
円
、
子
育
て
支
援
員
又
は
資
格
な
し

…
１
４
０
４
円
③
１
１
７
７
円
（
③
は
保

育
士
又
は
子
育
て
支
援
員
の
資
格
が
必

要
。
保
育
士
資
格
が
あ
る
人
が
③
で
採
用

さ
れ
た
場
合
、
次
の
年
度
は
①
の
区
分
で

勤
務
）

※
⑴
在
職
期
間
に
応
じ
て
６
月
・
12
月
に

手
当
て
を
支
給
し
ま
す
∧
基
準
日
に
在
職

し
、
支
給
・
基
準
日
に
在
職
し
、
週
２
９

時
間
以
上
、
６
か
月
以
上
の
勤
務
が
条

件
∨
⑵
登
録
後
に
面
接
を
行
い
、
採
用
者

を
決
定
し
ま
す
。

申 

履
歴
書
・
免
許
証
な
ど
の
写
し
を
直

接
又
は
郵
送
で
人
事
室
（
〒
572
―
８
５
５

５
本
町
１
番
１
号
）

問 

保
育
課
（
☎
８
０
０
・
７
０
８
７)

相

　
　談

生
活
困
窮
者
自
立
相
談

　
住
ま
い
に
関
す
る
困
り
ご
と
（
転
居

費
用
・
現
在
の
家
賃
に
つ
い
て
な
ど
）

を
抱
え
て
い
る
人
は
、
市
社
会
福
祉
協

議
会
の
住
ま
い
相
談
員
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

　
生
活
困
窮
者
自
立
相
談
で
は
、
住
ま
い

に
つ
い
て
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
仕
事
や
暮

ら
し
の
困
り
ご
と
の
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。

申 

直
接
又
は
電
話
で
市
社
会
福
祉
協
議

会
（
☎
８
１
２
・
２
０
４
０
）

問 

市
社
会
福
祉
協
議
会
（
☎
８
１
２
・

２
０
４
０
）
又
は
保
護
課
（
☎
８
３
８
・

０
３
４
７
）

毎
月
第
１
・
第
３
金
曜
日
は 

出
張
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー
の
日

　
子
育
て
中
の
人
を
対
象
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
就
労
相
談
を
行
い

ま
す
。

時 

12
月
５
日
・
19
日
午
前
９
時
50
分
～

午
後
１
時
（
１
人
40
分
程
度
）　
所 

リ

ラ
ッ
ト
３
階
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
２　

定 

各
日
４
人　
他 

予
約
が
必
要
、
完
全

個
室
、
子
ど
も
連
れ
可　
HP
４
３
７
４

申 

問 

開
催
日
の
前
々
日
ま
で
に
市
公
式

ア
プ
リ
「
予
約
・
申
請
な
ど
」
又
は
電
話

で
市
立
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー（
☎
８
２
８・

０
７
５
１
）

成
年
後
見
制
度
の
相
談

　
大
阪
司
法
書
士
会
と
連
携
し
、
成
年
後

見
制
度
に
つ
い
て
の
相
談
を
行
い
ま
す
。

時 

12
月
24
日（
水
）午
後
１
時
～
４
時（
１

人
30
分
程
度
）　
所 

市
サ
ー
ビ
ス
ゲ
ー
ト

１
階
相
談
室　
定 

６
人
（
申
込
順
）

申 

問 

12
月
17
日
（
水
）
午
前
９
時
か
ら

電
話
又
は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
市
民
サ
ー
ビ
ス
部

総
務
担
当
（
☎
８
２
４
・
１
１
５
５
）

Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ん
で
も
相
談

時 

12
月
16
日
（
火
）
午
後
２
時
～
４
時　

所 

市
立
市
民
会
館
４
階
フ
リ
ー
ス
ペ
ー

ス　
内 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
設
立
手
続
き
や

会
計
処
理
、
団
体
運
営
の
ア
ド
バ
イ
ス
な

ど　
定 

４
団
体
（
申
込
順
）　
￥ 

無
料

申 

問 

12
月
12
日
（
金
）
ま
で
に
直
接
又

は
電
話
で
市
立
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
（
☎

８
１
２
・
１
１
１
６
）

パ
ソ
コ
ン
ト
ラ
ブ
ル
相
談

時 

12
月
16
日
（
火
）
午
後
２
時
～
４
時　

所 

市
立
市
民
会
館
４
階
フ
リ
ー
ス
ペ
ー

ス　
内 

パ
ソ
コ
ン
機
器
の
故
障
、
ト
ラ

ブ
ル　
定 

６
人
（
申
込
順
）　
￥ 

無
料　

他 

パ
ソ
コ
ン
を
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い

申 

問 

12
月
９
日
（
火
）
午
前
10
時
か
ら

直
接
又
は
電
話
で
市
立
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
（
☎
８
１
２
・
１
１
１
６
）

産
業
・
事
業
者

音
響
機
器
の
使
用
時
間
・ 

音
量
な
ど
に
気
を
付
け
て

　
カ
ラ
オ
ケ
な
ど
の
音
響
機
器
や
店
内
の

騒
ぎ
声
の
音
漏
れ
な
ど
の
苦
情
が
市
に
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
飲
食
店
な
ど
で
は
原
則
、
午
後
11
時
～

午
前
６
時
に
カ
ラ
オ
ケ
な
ど
の
音
響
機
器

を
使
用
す
る
こ
と
は
、
府
の
条
例
で
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
（
規
制
基
準
は
、
時
間
帯

や
地
域
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
）。
違
反

し
た
と
き
は
３
か
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は

20
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

問 

環
境
保
全
課
（
☎
８
２
４・１
０
２
１
）

安
全
・
安
心

防

　
　災

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
か
ら
の 

お
知
ら
せ

∧
安
心
し
て
新
年
を
迎
え
る
た
め
の

防
火
対
策
を
∨

　
台
所
の
コ
ン
ロ
や
換
気
扇
の
油
汚
れ
、

ス
ト
ー
ブ
周
辺
に
置
か
れ
た
可
燃
物
、
ほ

こ
り
が
た
ま
っ
た
コ
ン
セ
ン
ト
な
ど
は
火

～訪問購入のトラブルに～訪問購入のトラブルに
注意してください～注意してください～

不用品の買い取りのはずが、不用品の買い取りのはずが、
大切な貴金属を買い取られた！大切な貴金属を買い取られた！

＜ 事例 ＞
　自宅に電話があり、「皿一枚
でいいので不用品を売ってほし
い」と繰り返し言われ、自宅へ
の訪問を承諾した。自宅に来る
と「貴金属があれば査定だけで
もさせて」と食い下がられ、売
るつもりのなかった貴金属数点
を１万円で売ってしまった。冷
静に考えると安すぎたと思う。

＜ アドバイス ＞
　訪問購入では「何でもいいか
ら不用品はないか？」と心理的
なハードルを下げる、「被災地
支援のために譲ってもらえない
か？」と親切心に付け込む、な
どのケースが見られます。
　買い取りを希望しない貴金属
などの売却はきっぱり断りましょ
う。買い取りを希望していても、
相場よりかなり安く買い取られ

るケースも見られます。
　買い取りを希望する物品は、
相場をあらかじめ調べておくと
よいでしょう。
　また、クーリング・オフ期間

（契約書面を受け取った日から８
日以内）は、業者に物品の引き
渡しを拒否することができます。
期間内は物品を渡さないことも
トラブル防止のための一つの方
法です。

　家庭の不用品の処分をする人が増える年末年始には、業者が自宅に来
て不用品を買い取る「訪問購入」についての相談が多くなります。

相談受付は月～土曜日午前９時～午後４時

桜木町5番30号☎828・0397

消費生活センターだより

防 災

豆 知 識
ＩＨクッキングヒーターからも

火災は発生します

問    防災課（☎825・2194）

　消火器は大きく３つに分けることができます。
それぞれの特性を知り、火災に備えましょう。

〇粉末系消火器
　�　火の勢いをすばやく抑えることができま

す。ただし燃焼物に浸透しないため、再燃
の可能性があります。

〇ガス系消火器
　�　酸素を遮断することで消火します。電子

機器などへ噴射しても汚損しません。

〇水系消火器
　�　燃焼物に浸透し、再燃を防止できます

が、油が原因の火災には使用できないもの
もあります。

消火器の種類と特性
油の入った鍋を加熱
し、少し目を離したと
ころ火災になった。

【事例１】
汚れ防止シートを敷き調理
したところ、温度調節機能
が作動せず火災になった。

【事例２】

　IHクッキングヒーターは火を使わないた
め、ガスコンロより安全だと思われがちです
が、温度調節機能があるからと目を離した
り、使用方法を誤ること
で火災につながる危険が
あります。
　安全性を過信せず、使
用方法をよく確認して適
切に使用してください。

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

安
全
・
安
心



1617 広報ねやがわ
令和７年 12月号

広報ねやがわ
令和７年 12月号

インフォメーション
イベントの申し込みや申請などについて、開始日の記載がないものは、原則12月１日（月）から受け付けます。時日時 所場所 内内容 対対象 定定員 ￥費用 他その他 HP市ホームページのページID（詳細を掲載しています）  申申込/申請 問問い合わせ先 記号の見方

災
の
原
因
に
つ
な
が
り
ま
す
。
年
末
の
大

掃
除
で
家
庭
の
防
火
対
策
を
見
直
し
ま

し
ょ
う
。

　
ま
た
、
火
災
警
報
器
は
設
置
か
ら
10
年

が
交
換
の
目
安
で
す
。
住
宅
用
火
災
警
報

器
の
点
検
も
あ
わ
せ
て
行
い
ま
し
ょ
う
。

問 

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
予
防
指
導
課

（
☎
８
５
２
・
９
９
１
２
）

∧
普
通
救
命
講
習
Ⅰ
∨

時 

１
月
24
日
（
土
）
午
前
９
時
30
分
～

11
時
30
分　
所 

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合

消
防
本
部　
内 

主
に
成
人
の
心
肺
蘇
生

法
な
ど
の
知
識
と
技
術
を
習
得　
対 
寝

屋
川
市
・
枚
方
市
に
在
住
・
在
職
・
在
学

の
中
学
生
以
上
の
人　
定 

20
人
（
申
込

順
）　
￥ 

無
料

申 

12
月
15
日
午
前
９
時
～
19
日
午
後
５

時
に
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
右
下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）

問 

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
救
急
課
（
☎

８
５
２
・
９
９
１
８
）

∧
応
急
手
当
普
及
員
講
習
∨

時 

１
月
７
日
～
９
日
、
い
ず
れ
も
午
前
９

時
～
午
後
５
時
（
計
３
回
）　
所 

枚
方
寝

屋
川
消
防
組
合
消
防
本
部　
内 

地
域
や

事
業
所
な
ど
で
の
応
急
手
当
の
指
導
者
育

成
の
た
め
の
資
格
を
取
得　
対 

寝
屋
川

市
・
枚
方
市
に
在
住
・
在
職
・
在
学
の
18

歳
以
上
の
人　
定 

20
人
（
申
込
順
）　
￥ 

無
料　
他 

指
定
の
テ
キ
ス
ト
が
必
要
で

す
（
申
込
時
に
購
入
可
）。
詳
し
く
は
枚

方
寝
屋
川
消
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見

て
く
だ
さ
い

申 

12
月
１
日
午
前
９
時
～
５
日
午
後
５

時
に
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
右
下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）

問 

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
救
急
課
（
☎

８
５
２
・
９
９
１
８
）

擁
壁
（
よ
う
へ
き
）
の 

安
全
点
検
を
行
い
ま
し
ょ
う

　
９
月
に
東
京
都
杉
並
区
で
、
古
い
擁
壁

が
崩
れ
住
宅
が
倒
壊
す
る
事
故
が
あ
り
ま

し
た
。
老
朽
化
し
た
擁
壁
は
突
然
崩
れ
る

こ
と
が
あ
り
、
周
囲
を
巻
き
込
む
な
ど
の
大

き
な
被
害
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
擁
壁
の
維
持
管
理
は
法
律
で
定
め
ら
れ

た
所
有
者
の
責
任
で
す
。
擁
壁
に
ひ
び
割

れ
や
膨
ら
み
、
傾
き
な
ど
の
異
常
が
な
い

か
点
検
し
、
少
し
で
も
不
安
に
感
じ
た
ら

専
門
家
に
相
談
す
る
か
、
審
査
指
導
課
へ

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

HP
２
７
９
８

問 

審
査
指
導
課
（
☎
８
２
５・２
７
９
８
）

防

　
　犯

12
月
１
日
～
31
日
は 

歳
末
地
域
安
全
運
動
期
間

　
市
民
の
皆
さ
ん
と
市
防
犯
協
会
な
ど
が

一
つ
に
な
っ
て
、
犯
罪
の
な
い
安
全
で
安

心
な
、
明
る
く
住
み
よ
い
地
域
社
会
を
実

現
す
る
た
め
に
行
い
ま
す
。
期
間
中
は
夜

間
一
斉
街
頭
防
犯
活
動
、
歳
末
夜
警
な
ど

を
実
施
し
、防
犯
へ
の
啓
発
を
図
り
ま
す
。

問 

寝
屋
川
警
察
署
生
活
安
全
課
（
☎
８

２
３
・
１
２
３
４
）
又
は
市
監
察
課
（
☎

８
１
２
・
２
２
４
６
）

ね
や
が
わ
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル

　
市
民
を
犯
罪
か
ら
守
る
と
と
も
に
防
犯

意
識
を
高
め
る
た
め
、
夕
方
か
ら
夜
間
に

か
け
て
青
色
回
転
灯
を
装
着
し
た
車
両
で

市
内
全
域
を
巡
回
し
ま
す
。

時 

１
月
６
日
（
火
）
ま
で
の
午
後
４
時

～
７
時
・
午
後
８
時
～
翌
午
前
１
時　
HP

４
０
５
５

問 

監
察
課
（
☎
８
１
２
・
２
２
４
６
）

交
通
安
全

12
月
は
年
末
の 

交
通
事
故
防
止
運
動
期
間

　
年
末
は
飲
酒
運
転
・
信
号
無
視
・
速
度

超
過
な
ど
が
原
因
で
交
通
事
故
が
多
発
す

る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　
自
転
車
利
用
者
に
よ
る
携
帯
電
話
や
音

楽
機
器
な
ど
を
使
用
し
な
が
ら
の
運
転
、

傘
差
し
・
無
灯
火
・
二
人
乗
り
な
ど
も
思

わ
ぬ
大
事
故
に
つ
な
が
り
ま
す
。

市
民
一
人
ひ
と
り
が
基
本
的
な
交
通
ル
ー

ル
や
マ
ナ
ー
を
守
り
、
年
末
の
交
通
事
故

を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

∧
運
動
の
重
点
∨

〇
自
転
車
・
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車

の
交
通
ル
ー
ル
遵
守
の
徹
底
及
び
ヘ
ル

メ
ッ
ト
着
用
の
推
進

〇
夕
暮
れ
時
及
び
夜
間
の
交
通
事
故
防
止

〇
飲
酒
運
転
の
根
絶

∧
ス
ロ
ー
ガ
ン
∨

〇
ヘ
ル
メ
ッ
ト　
か
ぶ
る
あ
な
た
は　
か
っ

こ
い
い

〇
見
え
な
い
を　
見
え
る
に
変
え
る　
反

射
材

〇
飲
む
前
に　
車
じ
ゃ
な
い
よ
ね
？　
再

確
認

問 

寝
屋
川
警
察
署
（
☎
８
２
３
・
１
２

３
４
）又
は
市
交
通
政
策
課(

☎
８
１
３・

１
２
０
７)

成
田
山
不
動
尊
初
詣
に
伴
う 

交
通
規
制
の
お
知
ら
せ

時 

①
12
月
31
日
午
後
11
時
頃
～
１
月
１

日
午
前
４
時
頃
②
１
月
１
日
～
３
日
の
正

午
頃
～
午
後
５
時
頃　
内 

17
ペ
ー
ジ
の

地
図
の
と
お
り

※
規
制
時
間
は
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

問 

成
田
山
大
阪
別
院
（
☎
８
３
３
・
８

８
８
１
）
又
は
寝
屋
川
警
察
署
（
☎
８
２

３
・
１
２
３
４
）、
市
交
通
政
策
課
（
☎

８
１
３
・
１
２
０
７
）

税
・
保
険
・

年
金

市
税
・
国
民
健
康
保
険
料
の 

滞
納
処
分
を
強
化
し
て
い
ま
す

　
滞
納
が
続
く
と
、
医
療
費
や
サ
ー
ビ
ス

費
用
を
一
旦
全
額
負
担
す
る
こ
と
に
な
る

な
ど
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
財
産
が
あ
る
の
に
納
付
し
な
い
と
き

は
、
預
貯
金
や
給
与
の
調
査
・
捜
索
を
行

い
、
財
産
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　
病
気
や
失
業
、
災
害
な
ど
の
特
別
な
事

情
が
あ
る
と
き
は
、
保
険
料
を
減
免
で
き

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
早
め
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

∧
納
付
勧
告
∨

　
期
限
内
に
納
付
し
な
い
人
に
は
、
督
促

状
・
催
告
書
な
ど
の
送
付
の
ほ
か
、
電
話

や
訪
問
に
よ
る
催
告
を
行
い
ま
す
。

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
徴
収
・
納
付
担
当

（
☎
８
１
３
・
１
１
８
９
）

税
の
お
知
ら
せ

償
却
資
産（
事
業
用
資
産
）の
申
告
は 

２
月
２
日
ま
で
に

　
機
械
装
置
や
工
具
・
器
具
な
ど
の
事
業

用
の
資
産
は
、
償
却
資
産
と
し
て
固
定
資

産
税
の
課
税
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
市
内
に
償
却
資
産
が
あ
る
人
は
、
１
月

１
日
現
在
の
償
却
資
産
の
内
容
を
令
和
８

年
２
月
２
日
（
月
）
ま
で
に
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。
前
年
度
に
申
告
し
た
人
に
は
、

申
告
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
正
当
な
理
由
も
な
く
申
告
し
な
い
と
き

や
虚
偽
の
申
告
を
し
た
と
き
は
、
罰
則
が

科
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
に
よ
る
電
子
申
告
も
で

き
ま
す
。

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
固
定
資
産
税
担
当

（
☎
８
１
３
・
１
１
３
２
）

固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
は 

１
月
１
日
現
在
の
所
有
者
で
す

　
１
月
２
日
以
降
に
不
動
産
の
売
買
な
ど

で
所
有
者
が
変
わ
っ
て
も
、
納
税
義
務
者

を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
次
の

い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
と
き
は
速
や
か

に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

○
家
屋
を
新
築
・
増
築
・
取
り
壊
し
し
た

と
き
（
法
務
局
へ
登
記
を
し
た
と
き
は
不

要
）

○
所
有
権
保
存
登
記
を
し
て
い
な
い
家

屋
の
売
買
な
ど
で
所
有
者
が
変
わ
っ
た

と
き

○
住
宅
用
地
か
ら
住
宅
用
地
以
外
の
土
地

に
変
更
し
た
と
き

○
私
有
地
の
一
部
又
は
全
部
を
道
路
と
し

て
い
る
と
き
（
基
準
に
当
て
は
ま
る
道
路

部
分
は
非
課
税
）

○
所
有
者
（
納
税
義
務
者
）
が
死
亡
し
、

法
務
局
の
相
続
登
記
が
済
ん
で
い
な
い
と

き※
申
請
用
紙
は
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
固
定
資

産
税
担
当
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
一
部
の

申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
固
定
資
産
税
担
当

（
☎
８
１
３
・
１
１
３
２
）

バ
イ
ク
・
軽
自
動
車
な
ど
の 

廃
車
・
名
義
変
更
の
手
続
き

　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
毎
年
４

月
１
日
現
在
、
車
両
の
所
有
者
と
し
て
登

録
さ
れ
て
い
る
人
に
課
さ
れ
ま
す
。

　
次
に
当
て
は
ま
る
と
き
は
、
速
や
か
に

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
車
両
の
解
体
や
廃
棄
を
し
た

○
盗
難
に
あ
っ
た

○
車
両
を
譲
っ
た
が
、
名
義
変
更
を
し
て

い
な
い

※
市
外
へ
転
出
し
、
引
き
続
き
車
両
を
使

用
す
る
と
き
は
、
転
出
先
の
市
町
村
な
ど

に
登
録
変
更
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

∧
手
続
き
・
問
い
合
わ
せ
先
∨

○
１
２
５
㏄
以
下
の
バ
イ
ク
・
小
型
特
殊

自
動
車
…
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
税
制
・
市
民

税
担
当

※
手
続
き
に
は
原
動
機
付
自
転
車
標
識
交

付
証
明
書
（
申
告
済
証
）、
ナ
ン
バ
ー
プ

レ
ー
ト
、
本
人
確
認
書
類
（
代
理
人
が
届

け
出
る
と
き
は
委
任
状
）
が
必
要
で
す
。

ねやがわ防犯パトロール

2 田井　　　 3 同志社香里　　　 4 三井
5 成田山不動尊前　　 6 成田町　　　  7 末広町

京阪バス 交通規制時間帯
移設のバス停 休止のバス停

1 三井 香
寝 香 寝

香 寝 香 寝 香 寝
寝

香 寝香里園駅行き 寝屋川市駅行き

1 
2

3 4

4

5

香
里
園
駅

成田山不動尊初詣に伴う交通規制

成田山
不動尊

●地元の車両確認証があっても
　一方通行規制に従ってください。
●地元の車両確認証があっても
　一方通行規制に従ってください。

末広町

■6■6

■7

渋
滞
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、な
る
べ
く

公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

香里南口

国
道
１
７
０
号
線

京
阪
電
車

八
尾
枚
方
線

一方通行 車両通行禁止 車両通行・駐車禁止区域

木屋木屋

成田山
境橋口

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

税
・
保
険
・
年
金

安
全
・
安
心
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郵
送
で
も
手
続
き
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

○
１
２
５
㏄
を
超
え
る
バ
イ
ク
…
大
阪
運

輸
支
局
（
高
宮
栄
町
☎
０
５
０
・
５
５
４

０
・
２
０
５
８
）

○
軽
自
動
車
…
軽
自
動
車
検
査
協
会
（
高

槻
市
大
塚
町
四
丁
目
（
☎
０
５
０
・
３
８

１
６
・
１
８
４
１
）

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
税
制
・
市
民
税
担

当
☎
８
１
３
・
１
１
３
８
）

事
業
者
の
皆
さ
ん
へ

∧
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
を
忘
れ
ず
に
∨

　
会
社
な
ど
の
給
与
支
払
者
は
、
令
和
８

年
１
月
１
日
現
在
の
給
与
受
給
者
全
員
の

給
与
支
払
報
告
書
（
令
和
７
年
分
の
個
人

別
明
細
書
及
び
総
括
表
）
を
作
成
し
、
２

月
２
日
（
月
）
ま
で
に
、
給
与
受
給
者
の

住
所
地
（
令
和
８
年
１
月
１
日
現
在
）
の

市
町
村
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
今
年
中
の
退
職
者
へ
の
給
与
支
払
額
が

合
計
30
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
給
与
支

払
報
告
書
を
退
職
時
の
住
所
地
の
市
町
村

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

HP
４
４
５
６

∧
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
の
徹
底
∨

　
従
業
員
が
納
め
る
べ
き
個
人
市
民
税
・

府
民
税
・
森
林
環
境
税
を
毎
月
の
給
与
か

ら
天
引
き
し
、
市
町
村
に
納
入
す
る
制
度

で
す
。

　
所
得
税
の
源
泉
徴
収
義
務
が
あ
る
給
与

支
払
者
は
原
則
と
し
て
特
別
徴
収
を
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

HP
６
４
２
４

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※　
　

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
税
制
・
市
民
税
担

当
（
☎
８
１
３
・
１
１
１
４
）

各
種
保
険
・
医
療
制
度

国
民
健
康
保
険
の
届
け
出
は 

速
や
か
に

　
加
入
・
脱
退
な
ど
は
、
次
の
必
要
書
類

が
そ
ろ
い
次
第
、
速
や
か
に
本
人
確
認
書

類
と
と
も
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

∧
届
け
出
に
必
要
な
も
の
∨

〇
加
入
…
社
会
保
険
な
ど
健
康
保
険
の
資

格
が
な
く
な
っ
た
人
と
日
に
ち
が
わ
か
る

書
類
（
資
格
喪
失
証
明
書
な
ど
）

〇
脱
退
…
社
会
保
険
な
ど
健
康
保
険
の
資

格
を
取
得
し
た
人
と
日
に
ち
が
わ
か
る
書

類
（
資
格
確
認
書
又
は
資
格
情
報
の
お
知

ら
せ
な
ど
）

※
①
転
出
入
や
出
生
時
に
合
わ
せ
て
加

入
・
脱
退
す
る
と
き
は
、
そ
の
手
続
き
時

に
伝
え
て
く
だ
さ
い
②
同
一
世
帯
以
外
の

人
が
手
続
き
を
す
る
と
き
は
委
任
状
が
必

要
で
す
。

∧
保
険
料
の
納
付
は

便
利
な
口
座
振
替
で
∨

　
口
座
振
替
で
の
納
付
を
希
望
す
る
人

は
、
加
入
時
に
世
帯
主
名
義
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
を
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い
。

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
国
民
健
康
保
険
担

当
（
☎
自
動
音
声
対
応
０
５
０
・
１
７
２

１
・
９
２
８
３
）

介
護
保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と

　
介
護
保
険
料
を
滞
納
す
る
と
次
の
よ
う

な
制
限
を
受
け
ま
す
。

∧
１
年
以
上
滞
納
す
る
と（
償
還
払
い
化
）∨

　
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
費
用
を
一
旦
全
額

自
己
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。後
日
、

申
請
に
よ
り
保
険
給
付
分
が
払
い
戻
さ
れ

ま
す
。

∧
２
年
以
上
滞
納
す
る
と（
給
付
減
額
）∨

　
滞
納
期
間
に
応
じ
て
サ
ー
ビ
ス
費
用
の

利
用
者
負
担
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
高
額
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
も
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
。

※
償
還
払
い
化
と
給
付
減
額
は
、
同
時
に

実
施
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

∧
財
産
な
ど
の
差
し
押
さ
え
に
つ
い
て
∨

　
保
険
料
を
滞
納
す
る
と
、財
産
（
預
金・

給
与
・
生
命
保
険
な
ど
）
の
差
し
押
さ
え

を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問 

高
齢
介
護
室
（
☎
８
３
８
・
０
５
１

８
）後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の 

健
診
・
歯
科
健
診

　
指
定
す
る
医
療
機
関
な
ど
で
、
３
月
31

日
（
火
）
ま
で
に
各
１
回
無
料
で
受
診
で

き
ま
す
。

　
対
象
者
に
は「
健
康
診
査
受
診
券
」・「
歯

科
健
康
診
査
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付
し
て

い
ま
す
。
事
前
に
医
療
機
関
な
ど
に
問
い

合
わ
せ
て
、資
格
確
認
書・受
診
券
を
持
っ

て
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
一
部
、
受
診
の
対
象
外
と
な
る
人
が
い

ま
す
。

問 
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
給
付

課
（
☎
06
・
４
７
９
０
・
２
０
３
１
）
又

は
市
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
後
期
高
齢
者
医

療
担
当
（
☎
０
５
０
・
１
７
２
４
・
２
７

３
５
）

納期限のお知らせ
★市民税・府民税（徴収・納付担当）………第4期分
★国民健康保険料（徴収・納付担当）……第7期分
★後期高齢者医療保険料（徴収・納付担当）…第6期分
★介護保険料（高齢介護室）………………第7期分

★保育所・公立認定こども園保育料（保育課） 
…………………………………………………12月分
★留守家庭児童会保育料（社会教育推進課）
…………………………………………………12月分

～1月5日（月）＜市民税・府民税は12月25日（木）＞までに
納めましょう～

＜口座振替が便利です＞
　納期限に自動で口座から引き落として納めることができます。申し込みは、指定金融機関、収納代理金融機
関、各担当窓口やシティ・ステーションで手続きできます。納め忘れがなくなりますので利用してください。詳し
くは、各課へ問い合わせてください。


